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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

ヤマトグループは、グループ企業理念に基づき、法と社会的規範に則った事業活動を展開するとともに、コンプライアンス経営を推進しており

ます。

また、グループにおける経営資源を有効活用し企業価値の最大化を図ることを経営上の最重要課題の一つとして位置付け、コーポレート・ガバ

ナンスの取組みとして経営体制の強化に向けた施策を実践しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、2021年６月改訂後のコーポレートガバナンス・コードの各原則について全てを実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

ヤマトホールディングスのコーポレート・ガバナンスに対する取組みについては、本報告書のほか、当社策定のコーポレートガバナンス・ガイドライ
ン、株主総会招集通知、有価証券報告書、統合レポート、当社ホームページ等に掲載しておりますので、ご参照ください。コーポレートガバナンス・
コードの各原則に基づく開示項目の内容は、次のとおりです。

【原則1-4：政策保有株式】

（政策保有に関する方針）

当社は、グループが展開する事業との関係性や収益性、事業機会の創出可能性等について中長期的な視点で総合的に勘案し、保有意義のある
株式を保有する方針としております。

毎年、取締役会において、取引実績、時価等を踏まえて、保有に伴う便益やリスク等を定量的、定性的に検証し、保有の継続について判断してお
り、検証の結果、保有意義が乏しいと判断した株式については、縮減を図っております。

（議決権行使）　

当社は、議案ごとに賛否を判断する方針であり、発行会社の企業価値向上およびコンプライアンス体制、当社グループの事業へ不利益を与える
可能性等を勘案し、議決権を行使しております。

【原則1-7：関連当事者間の取引】

当社は、役員の競業、自己取引等に関しましては、取締役会規程等により、取締役会決議としております。

また、当社およびグループ会社における主要株主等の関連当事者との取引を行う場合には、社内規程に基づき、決裁者が取引の重要性やその
性質に照らし合わせ、株主や会社の利益を害することのないよう確認する体制を整えております。

【補充原則2-4-1：中核人材の登用等における多様性の確保】

当社グループを取り巻く社会環境は大きく変化し、社会のニーズも急速に多様化しています。この変化に柔軟に対応していくためには、組織の中
で活躍する人材も多様化していかなければなりません。当社は、人権尊重やダイバーシティを推進することで、市場変化に強い国際競争力のある
企業グループを目指しております。

◆ダイバーシティ基本方針

ヤマトグループは、社員の多様性を尊重し、一人ひとりが能力を最大限に発揮することが新たな価値を生み出すイノベーションの源泉となり、会社
の成長と豊かな社会の実現につながると考えています。

ヤマトグループのDNAである「全員経営」の考え方のもと、多様な人財がイキイキと活躍できる職場環境の整備と、多様な人財の育成により、グ
ループ全体でダイバーシティを推進します。

当社は、中長期的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現に向けて、中長期の経営のグランドデザイン「YAMATO NEXT100」において、環境・

社会に関するビジョンを掲げるとともに、重要かつ優先的に取り組むマテリアリティを特定しました。そして、2025年３月期より当社は、「持続可能な
未来の実現に貢献する価値創造企業」を2030年の目指す姿として定め、2027年３月期を最終年度として策定した中期経営計画「サステナビリティ・
トランスフォーメーション2030～1st Stage～」において、持続的な企業価値向上を実現するための基盤として、サステナブル経営の強化に取り組ん

でいます。

◆環境ビジョン

「つなぐ、未来を届ける、グリーン物流」

◆社会ビジョン

「共創による、フェアで、“誰一人取り残さない”社会の実現への貢献」

◆「人権・ダイバーシティ」に関する目標および状況



・女性管理職比率

　目標（2027年３月期）：10％

　状況（2026年３月期）：6.9％

・障がい者雇用率

　目標（2027年３月期）：3.1％

　状況（2026年３月期）：3.1％

・全社員対象の人権ハラスメント教育受講率　

　目標（2027年３月期）：100％

　状況（2026年３月期）：100%

ヤマトグループでは、人権・ダイバーシティの取組みを強化するため、2022年１月、ヤマトグループ人権方針を制定しました。ヤマトグループに関わ
る多様な方々を尊重し、イキイキと活躍できる職場環境をつくるため、全社員（フルタイマー）を対象に人権教育を実施するとともに、各店所におい
て人権をテーマとした会議を開催するなど、継続的な教育を行っています。

現在ヤマトグループの約1,400の事業所で勤務している約3,600名の障がいのある方に対する自立支援を継続的に行っています。

また、女性社員自身が管理職になるイメージを持てるよう、社内報でロールモデルとなる女性管理職を紹介するなど、ヤマトグループ全体で女性
管理職が活躍しやすい環境整備を進めています。

なお、管理職として登用する上で採用時期や国籍によって特段の差が生じているとは認識していないため、中途採用者・外国籍社員について、現
時点では管理職登用の目標設定・開示は行っておりません。

※ヤマトグループのサステナビリティやダイバーシティに関する取組み、ESGデータについては、当社ホームページに掲載しております。

　・ヤマトグループのサステナビリティ

　https://www.yamato-hd.co.jp/csr/management/

　・ダイバーシティ

　https://www.yamato-hd.co.jp/csr/society/diversity_and_inclusion.html

　・ESGデータ

　https://www.yamato-hd.co.jp/csr/esg/performance.html

　・統合レポート

　https://www.yamato-hd.co.jp/investors/library/annualreport/index.html

【原則2-6：企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

ヤマトグループにおける企業年金の積立金の運用は、ヤマト運輸株式会社が代表事業主として行っております。また、ヤマトグループでは、専門
知識を有する人材を配置するとともに、ヤマトグループ社員福祉センター理事会および年金資産管理運用委員会を設置し、企業年金の適正な運
用と管理を行っております。理事会および委員会には適切な資質を持つ人材と、受益者代表として労働組合幹部等を配置しております。運用方針
や運用商品の見直し等は、年金資産管理運用委員会での審議を踏まえ、ヤマトグループ社員福祉センター理事会で決定しております。

【原則3-1：情報開示の充実】

（ｉ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社では、すべてのステークホルダーを尊重しながら総合的な企業価値を高めることを目的に、経営理念を踏まえた中期経営計画を策定し、ホー
ムページ等でこれを公表しております。

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社は、「社訓」が企業精神の原点であり、それに基づいた「経営理念」を目指すべき姿であると認識し、継続的な企業価値向上を目指しておりま
す。

その実現に向けては、お客様、株主、社会、社員すべての満足度の向上を目指すとともに、経営の透明性・公正性・迅速性を確保していくことで、
実効的なコーポレート・ガバナンスを追求してまいります。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

Ⅱ１．【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

会社経営および事業推進に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、また、多面観察評価による人間性に鑑み、当社が抱える課題の本質を把握
し、経営体制の強化を図る能力を有する者を選任する方針のもと、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会にて取締役、監査役および執行
役員の選解任議案について審議し、監査役の選任議案については監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定しております。

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明「株主
総会招集通知」に取締役、監査役の候補者の個々の経歴および選任理由について記載しております。

【補充原則3-1-3：サステナビリティの取組みに関する開示】

「YAMATO NEXT100」では、持続可能な未来を切り拓く将来の姿として、環境ビジョン「つなぐ、未来を届ける、グリーン物流」、社会ビジョン「共創に

よる、フェアで、“誰一人取り残さない”社会の実現への貢献」の２つのビジョンを掲げるとともに、重要課題（マテリアリティ）として環境領域では「エ
ネルギー・気候」「大気」「資源循環・廃棄物」「社会と企業のレジリエンス」、社会領域では「労働」「人権・ダイバーシティ」「安全・安心」「データ活用・
セキュリティ」「サプライチェーンマネジメント」「地域コミュニティ」を特定し、長期目標として2050年の温室効果ガス（GHG）排出実質ゼロ*1などを設
定しました。

*1 自社排出（Scope1&2)

具体的な目標として、環境領域については、「2050年温室効果ガス（GHG）排出実質ゼロ（自社排出）」および「2030年温室効果ガス（GHG）自社排
出量48％削減（2021年３月期比）」の実現に向け、「ＥＶ23,500台の導入*2」「再生可能エネルギー由来電力の使用率を全体の70％まで向上」など
の主要施策を推進するとともに、サプライチェーン（Scope3）における実質排出量の把握や削減目標の設定などに取り組んでいます。

社会領域については、人命の尊重を最優先とし、社員やパートナーの安全・健康に対する取組みを強化するとともに、多様な社員が活躍できる職
場環境に向けた整備を進めています。そして、社会の諸課題に向き合い、ビジネスパートナーとの定期的な協議の実施や、課題の早期発見と解
消のための体制・プロセス・仕組みの整備など、適切な関係に基づくサステナブル・サプライチェーンの構築を推進しています。

*2 2024年２月に20,000台から23,500台へ変更



サステナビリティについてはグループ全体の推進状況を統括するため、当社内に選任部署を設置するとともに、各グループ会社にも担当者を配置
して推進する体制としています。また、代表取締役社長を委員長、ヤマト運輸の役員（専務、常務執行役員等）および主要グループ会社社長を構
成員とする「ヤマトグループ環境委員会」および「ヤマトグループ社会領域推進委員会」を毎年１回開催し、課題に関する審議や決議を行っていま
す。

そして、環境の分野では３つの部会（エネルギー・気候・大気、資源・廃棄物、マネジメント・協働）、社会の分野では３つの部会（人権・ダイバーシ
ティ、サプライチェーンマネジメント、地域コミュニティ）をそれぞれ年３回開催し、施策の検討や進捗確認を実施しています。

なお、当社は、気候変動問題が社会と企業に与えるリスクと機会を洗い出し、影響を評価し、対応策を立案していくことが、事業の持続可能性に不
可欠であると認識し、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言に基づいて、ヤマト運輸株式会社を対象としてシナリオ分析を行い、物
理的リスクの財務影響評価を追加的に行うなど、見直しを継続しています。気候変動問題の事業インパクトを明確化し、影響の大きな事項を中心
に対応策に取り組むことで、事業の持続性を向上させるとともに、ステークホルダーとの対話を重ねることにより、企業価値向上につなげていきま
す。

・気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言への対応

https://www.yamato-hd.co.jp/csr/environment/tcfd.html

※ヤマトグループのサステナビリティに関する取組み、ESGデータについては、当社ホームページに掲載しております。　

・ヤマトグループのサステナビリティ

　https://www.yamato-hd.co.jp/csr/management/

　・ESGデータ

　https://www.yamato-hd.co.jp/csr/esg/performance.html

　・統合レポート

　https://www.yamato-hd.co.jp/investors/library/annualreport/index.html

(人的資本、知的財産への投資)

当社グループは、2027年３月期を最終年度とする中期経営計画「サステナビリティ・トランスフォーメーション2030～1st Stage～」において、持続的

な企業価値向上を実現するための基盤として、「人事戦略」「デジタル戦略」「サステナブル経営の強化」「コーポレート・ガバナンス」の強化に取り
組みました。

※ヤマトグループ中期経営計画「サステナビリティ・トランスフォーメーション2030～1st Stage～」や本計画における重点施策、投資計画等は、当社

ホームページに掲載しております。

・ヤマトグループ中期経営計画「サステナビリティ・トランスフォーメーション2030～1st Stage～」

https://www.yamato-hd.co.jp/company/plan/

・統合レポート

https://www.yamato-hd.co.jp/investors/library/annualreport/index.html

【補充原則4-1-1：経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示】

取締役会は月1回以上開催し、経営管理の基本方針を協議、決定しております。

一方で、執行役員制度を設置しており、経営の意思決定、監督と執行を分離し、経営の効率化と責任の明確化を図っております。取締役会で決定
される各執行役員の管掌範囲についてはこれを開示し、社内規程に基づき業務の執行を行っております。

【補充原則4-9：独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する方針として、東京証券取引所が示す独立性に関する判断
基準を踏まえ、独自の基準を以下のとおり定めております。

なお、当社の独立性判断基準を満たす社外取締役および社外監査役を同取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

＜独立性判断基準＞

当社における社外取締役または社外監査役が独立性を有すると判断するには、以下各号のいずれかに該当する者であってはならないものとして
おります。

（1）当社および当社グループ会社（以下、総称して「当社」という。）を主要な取引先（注1）とする者、もしくはその者が法人等（法人その他の団体を
いう。以下同じ。）である場合は、その業務執行者

（2）当社の主要な取引先（注2）、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者

（3）当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産（注3）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

（4）当社を主要な取引先とするコンサルタント、会計専門家、法律専門家、またはその他専門サービス業である法人等（注4）の一員

（5）当社の主要な株主（注5）、もしくは主要な株主が法人等である場合は、その業務執行者

（6）当社が寄付（注6）を行っている先またはその業務執行者

（7）過去3年間において上記(1)～(6)に該当していた者

（8）過去3年間において当社の会計監査人であった公認会計士または監査法人の一員

（9）過去10年間において当社の取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員または使用人であった者

（10）上記のいずれかに該当する者（重要な者（注7）に限る。）の近親者（注8）

注1　直近事業年度における取引額が当該グループの年間連結営業収益の2％を超える取引先をいう。

注2　直近事業年度における取引額が当社の年間連結営業収益の2％を超える取引先または同事業年度における当社への融資額が当社の連結
総資産の2％を超える金融機関をいう。

注3　直近事業年度において年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう。

注4　最近3事業年度の平均で、その法人等の連結営業収益の2％以上の支払いを当社から受けている法人等をいう。

注5　当社の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者または法人をいう。

注6　1事業年度当たり1,000万円を超える寄付、または寄付を受けた者が法人である場合は、その者の直近事業年度における年間営業収益の2
％を超える金額の寄付をいう。

注7　「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く。）、執行役、執行役員および部長職以上の業務執行者ならびに監査法人または会計事務所に
所属する者のうち公認会計士、弁護士法人または法律事務所に所属する者のうち弁護士その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断さ
れる者をいう。

注8　配偶者および二親等内の親族をいう。



【補充原則4-10-1：指名報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割】

指名報酬委員会は、過半数の独立社外取締役および社内の取締役で構成し、取締役会の諮問委員会として、指名、報酬等に関する特に重要な
議案について審議を行い、取締役会に上程することを通じて、経営の透明性の向上に努めております。

指名報酬委員会は、取締役、監査役および執行役員の選任・解任に関する議案について、事業業績や多面観察評価に基づいて審議し、その妥
当性を検証した上で、取締役会に上程しております。また、取締役および執行役員の報酬等の決定に関する方針および個人別の報酬の内容に関
する議案を審議し、その妥当性を検証した上で、取締役会に上程しております。

代表取締役の後継者の選任にあたっては、現職の推薦を含む複数の候補者に対し、業績や人間性などの多面観察評価に基づいて審議し、その
妥当性を検証した上で、取締役会に上程しております。

【補充原則4-11-1：取締役会全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方】

当社の取締役会は、当社グループの事業に関する知見、専門知識、経験、ジェンダー、国際性等のバックグラウンドが異なる多様な役員で構成
し、取締役の員数は、定款の定めに従い12名以内としております。また、取締役の人数のうち、独立した客観的な立場から監督を行う独立社外取
締役の占める割合を原則半数以上としております。

取締役の選任については、独立社外取締役が過半数を占め、かつ独立社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会において、業績および人
間性等の多面評価に基づいて審議を行い、取締役会において決定しております。

なお、当社は2021年３月期以降の株主総会招集通知、統合レポートにおいて、各取締役および監査役の専門性と経験を一覧にして記載しており
ます。

・第161期定時株主総会　招集通知

https://www.yamato-hd.co.jp/investors/stock/meeting/pdf/syousyuu_2026.pdf

【補充原則4-11-2：社外役員の兼任状況】

社外取締役および社外監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等において、毎年開示を行っております。

【補充原則4-11-3：取締役会の実効性についての分析・評価】

当社では、取締役会の実効性を検証すべく、全取締役および全監査役に対して取締役会の構成や運営状況に関するアンケートに加え、議長によ
る個別インタビューを毎年実施し、その結果に基づき取締役会の運営状況、審議状況等の実効性について評価を行っております。

2026年3月期の実効性評価においては、取締役会の構成、運営状況や審議状況は取締役会が監督機能を果たす体制としては概ね適切であり、
また取締役会において出席者が積極的に発言し、闊達な議論が行われる風土が定着しているとの評価が得られました。

当社の取締役会および監査役会は、いずれも社外役員が半数以上を占める構成となっております。取締役会全体における知識・経験・能力のバ
ランスは高度化しており、監督機能の強化とガバナンスの実効性が、より確保された体制であることを確認しております。

また、独立社外取締役が議長として議案選定を主導する体制や、株主・投資家との対話内容が適時に共有され、市場の視点が的確に反映されて
いる点が評価されました。また、事前説明の徹底が議論の深化に寄与しています。

さらに、重要投資案件や中長期的な戦略議論に際しては、取締役会に加え、別途議論の場を設定し、多角的な意見交換を実施しております。これ
により、持続的な成長に向けた、潜在的なリスクを踏まえた意思決定を可能としています。

さらに、社長から毎月の業務執行状況が取締役会で報告されることに加え、中期経営計画の達成に向けた進捗状況を事業会社の執行役員が定
期的に報告している点を評価する一方で、進捗状況の報告内容や取締役会における議案選定については、業務執行の進捗に留まらず、当初計
画との差異の要因分析や、市場環境の変化を踏まえた今後の見通し・対策について、より踏み込んだ報告を求める意見も挙げられました。

これらを踏まえ、取締役会は当社のコーポレート・ガバナンスの基本方針である「経営の健全性の確保」および「迅速かつ適正な意思決定と事業
遂行の実現」に資する実効性を発揮できている旨を確認しております。

今後につきましては、中期経営計画のモニタリングと中長期的な戦略議論を深めてまいります。また、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図
り、取締役会の実効性を継続的に高めることで、持続的な事業成長および企業価値向上を実現してまいります。

【補充原則4-14-2：取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

取締役・監査役が、それぞれの役割や責務を果たす上で必要な法令や財務、当社グループを取り巻く経営環境や新たな技術などの知識習得・向
上の機会を計画的かつ定期的に確保しております。

また、事業責任者が一堂に会する戦略会議および社外有識者との会議での活発な議論などにより、当社グループの経営戦略や事業の内容・状
況等の理解を深めるための機会を確保しております。

【原則5-1：株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主・投資家との建設的な対話を通じた継続的かつ中長期的な企業価値の向上を図るため、社長をはじめとする経営陣幹部による対話
等を推進しております。

なお、株主との個別面談についてはＩＲ戦略担当を窓口とし、株主の希望および面談の目的等を踏まえて、社長、社外取締役を含む取締役、その
他経営陣幹部が合理的な範囲で適切に対応しております。

【株主との対話の実施状況等】

株主・投資家との対話の実施状況、主なテーマ・関心事項等については、統合レポートに掲載しております。

　統合レポート「株主・投資家との対話を通じた企業価値の向上」

　https://www.yamato-hd.co.jp/investors/library/annualreport/index.html

対話において把握した株主・投資家の意見については、当社取締役会をはじめ、経営へのフィードバックを継続的に行っております。



【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年6月25日

該当項目に関する説明

当社は、これまで資本コストや企業価値を意識した経営を推進してきましたが、2024年２月に発表した2025年３月期から2027年３月期を対象とする
ヤマトグループ中期経営計画「サステナビリティ・トランスフォーメーション2030～1st Stage～」では、営業利益率やROEに加えて、ROICを新たな経

営指標として設定するとともに、当社の資本コストと資本収益性の現状や今後の目線をお示ししております。

最終年度となる2027年３月期において事業環境の変化や取り組みの進捗状況等を踏まえ、連結業績見通しおよび各経営指標の見直しを行いま
した。

当社は引き続き、宅急便ネットワークの強靭化と事業ポートフォリオの変革に注力するとともに、バランスシート・マネジメントの強化と最適な資本
配分を通じて、資本効率をより重視した経営の浸透を図りながら、引き続き企業価値向上に努めてまいります。

詳しくは、当社ホームページよりご確認ください。

ヤマトグループ中期経営計画「サステナビリティ・トランスフォーメーション2030～1st Stage～」

https://www.yamato-hd.co.jp/company/plan/

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 48,151,900 15.18

ヤマトグループ社員持株会 30,848,200 9.73

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 21,680,300 6.84

明治安田生命保険相互会社 14,814,860 4.67

日本生命保険相互会社 14,770,653 4.66

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 10,345,370 3.26

株式会社みずほ銀行 10,247,442 3.23

GOLDMAN, SACHS & CO. REG 7,875,084 2.48

ヤマトグループ取引先持株会 7,739,269 2.44

トヨタ自動車株式会社 5,748,133 1.81

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 陸運業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社外取締役

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

チャールズ・イン 他の会社の出身者

池田　潤一郎 他の会社の出身者

木原　民 他の会社の出身者

クリスティン・エドマン 他の会社の出身者 △

藤本　昌義 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

チャールズ・イン ○ ―――

当社は、独立した立場で経営全般に対し助言
をいただくため、当社と利害関係のない独立性
の高い社外取締役を選任することは、公正か
つ透明性のある経営を行ううえで重要と考えま
す。

チャールズ・イン氏は、経営者としてマーケティ
ング・営業、IT・デジタル・テクノロジー、グロー
バルの分野を中心に豊富な経験と幅広い見識
を有し、当該知見を活かして特に業務執行およ
びグローバル事業戦略について経営者の視点

から当社の経営全般に助言・監督いただいて
おり、当社の経営体制のさらなる強化に向け
て、社外取締役として選任しております。

〈独立役員の指定理由〉

上記理由に加え、上場管理等に関するガイドラ
インに規定する独立性基準を満たしており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがない社外

取締役であることから、独立役員として適任と
考え、指定いたしました。

池田　潤一郎 ○ ―――

当社は、独立した立場で経営全般に対し助言
をいただくため、当社と利害関係のない独立性
の高い社外取締役を選任することは、公正か
つ透明性のある経営を行ううえで重要と考えま
す。

池田　潤一郎氏は、経営者として人事・グロー
バルの分野を中心に豊富な経験と幅広い見識
を有し、当該知見を活かして特に業務執行およ
び事業戦略、人事戦略について経営者の視点
から当社の経営全般に助言・監督いただいて
おり、当社の経営体制のさらなる強化に向け
て、社外取締役として選任しております。

〈独立役員の指定理由〉

上記理由に加え、上場管理等に関するガイドラ
インに規定する独立性基準を満たしており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがない社外
取締役であることから、独立役員として適任と
考え、指定いたしました。

木原　民 ○ ―――

当社は、独立した立場で経営全般に対し助言
をいただくため、当社と利害関係のない独立性
の高い社外取締役を選任することは、公正か
つ透明性のある経営を行ううえで重要と考えま
す。

木原　民氏は、ＩＴ・デジタル・テクノロジー、人事
の分野を中心に豊富な経験と幅広い見識を有
し、当該知見を活かして特に業務執行およびデ
ジタル戦略、人事戦略について専門家の視点
から当社の経営全般に助言・監督いただいて
おり、当社の経営体制のさらなる強化に向け
て、社外取締役として選任しております。

〈独立役員の指定理由〉

上記理由に加え、上場管理等に関するガイドラ
インに規定する独立性基準を満たしており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがない社外
取締役であることから、独立役員として適任と
考え、指定いたしました。

クリスティン・エドマン 　 ―――

クリスティン・エドマン氏は、経営者として、マー
ケティング・営業の分野を中心に豊富な経験と
幅広い見識を有し、当該知見を活かして特に業
務執行およびマーケティング戦略、ブランディン
グ戦略について経営者の視点から当社の経営
全般に助言・監督いただくことを期待し、当社の
経営体制のさらなる強化に向けて、社外取締
役として選任しております。



藤本　昌義 ○ ―――

当社は、独立した立場で経営全般に対し助言
をいただくため、当社と利害関係のない独立性
の高い社外取締役を選任することは、公正か
つ透明性のある経営を行ううえで重要と考えま
す。

藤本　昌義氏は、経営者として、マーケティン
グ・営業の分野を中心に豊富な経験と幅広い
見識を有し、当該知見を活かして特に業務執
行および事業戦略、マーケティング戦略につい
て経営者の視点から当社の経営全般に助言・
監督いただくことを期待し、当社の経営体制の
さらなる強化に向けて、社外取締役として選任
しております。

〈独立役員の指定理由〉

上記理由に加え、上場管理等に関するガイドラ
インに規定する独立性基準を満たしており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがない社外
取締役であることから、独立役員として適任と
考え、指定いたしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 6 0 1 5 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 6 0 1 5 0 0
社外取
締役

補足説明

６名で構成されており、うち１名が社内取締役、５名が社外取締役となっております。委員長は社外取締役が務めております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人の連携状況につきましては、定期的に連絡会を開催し、効果的な監査を実施しております。

監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、内部監査担当部門である監査機能が内部統制の有効性について監査を実施しており、その

結果については監査役に報告する体制を構築しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名



社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

松田　隆次 弁護士

井野　勢津子 他の会社の出身者 △

寺田　昭仁 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松田　隆次 ○ ―――

当社は、独立した立場で経営全般に対し助言
をいただくため、当社と利害関係のない独立性
の高い社外監査役を選任することは、公正か
つ透明性のある経営を行ううえで重要と考えま
す。

松田隆次氏は、弁護士としての高度な専門知
識を当社の監査体制に活かしていただくため、
社外監査役として選任しております。

〈独立役員の指定理由〉

上記理由に加え、上場管理等に関するガイドラ
インに規定する独立性基準を満たしており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがないことか
ら、独立役員として適任と考え、指定いたしまし
た。

井野　勢津子 ○

井野勢津子氏は、2012年3月から2017年6
月までの期間において、当社グループの
取引先であるアマゾンジャパンのリテール
部門CFOを務めておりましたが、同社を退
社後、約9年が経過しており、独立性を有
すると判断しております。

当社は、独立した立場で経営全般に対し助言
をいただくため、当社と利害関係のない独立性
の高い社外監査役を選任することは、公正か
つ透明性のある経営を行ううえで重要と考えま
す。井野勢津子氏は、他社における財務およ
び会計の分野を中心とした豊富な経験と幅広
い知識を有しており、客観的な見地からグルー
プ全体の経営に対し適切な監督を行っていた
だけるものと判断し、社外監査役として選任し
ております。

〈独立役員の指定理由〉上記理由に加え、上場
管理等に関するガイドラインに規定する独立性
基準を満たしており、一般株主と利益相反の生
じるおそれがないことから、独立役員として適
任と考え、指定いたしました。

寺田　昭仁 ○ ―――

当社は、独立した立場で経営全般に対し助言
をいただくため、当社と利害関係のない独立性
の高い社外監査役を選任することは、公正か
つ透明性のある経営を行ううえで重要と考えま
す。

寺田昭仁氏は、公認会計士としての財務およ
び会計に関する専門知識を当社の監査体制に
活かしていただくため、社外監査役として選任
しております。

〈独立役員の指定理由〉

上記理由に加え、上場管理等に関するガイドラ
インに規定する独立性基準を満たしており、一
般株主と利益相反の生じるおそれがないことか
ら、独立役員として適任と考え、指定いたしまし
た。

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

当社は、東京証券取引所における独立性基準に加え、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」で定める独立性判断基準を満たす社外取締
役および社外監査役を独立役員として指定し、届け出ております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

2022年３月期より、取締役の報酬は、基本報酬（固定報酬）、短期業績連動報酬（変動報酬）、中長期業績連動型報酬（変動報酬）で構成しており
ます。なお、独立社外取締役は基本報酬（固定報酬）のみとなります。

また、2020年６月23日の株主総会において決議されました取締役に対する業績連動型株式報酬制度における中長期業績連動報酬（株式報酬）の
支給については、2026年３月期における業績指標を基に算出し、支給については2026年６月のポイント付与となります（１ポイント＝１株）。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

全取締役の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．基本方針

当社の取締役の報酬は、以下の考えに基づき決定しております。

〇競争力のある水準であること

・役割と責任および業績に報いるものとし、優秀な人材を確保するに相応しい報酬水準とする

〇企業価値・株主価値向上を重視した報酬制度であること

　・業績達成の動機づけとなる業績連動性のある報酬制度とする

　・中長期の企業価値と連動し、株主との利害の共有を促す報酬構成とする

〇公平・公正な報酬制度であること

　・報酬の決定プロセスは、客観的で透明性の高いものとする

２．全体構成

取締役の報酬は、外部水準等を考慮した基本報酬（固定報酬）、短期業績連動報酬（変動報酬）および中長期業績連動型株式報酬（変動報酬）で
構成しております。また、監査役および社外取締役の報酬は、その機能の性格から基本報酬のみとしております。

３．基本報酬（固定報酬）の決定方針

職責に基づき、外部水準等を考慮し、役位別に決定しております。

４．短期業績連動報酬（変動報酬）の決定方針

役位別に決定した基本報酬（固定報酬）に対して、65％～80％の範囲内で役位別に割合を定め、基準額を設定しております。その後、当社の業績
指標の達成率および個人別のミッション評価に応じて、基準額の０％～150％の範囲内で個人別の支給額を決定いたします。また、業績指標の内
容については、連結営業収益、連結営業利益、当期純利益としております。

５．中長期業績連動型株式報酬（変動報酬）の決定方針

取締役に対して付与する額は、役位別に決定した基本報酬（固定報酬）に対して、40％～100％の範囲内で割合を定め、基準額を設定し、その



後、当社の業績指標の達成率および個人別のミッション評価に応じて、基準額の０％～150％の範囲内で決定いたします。また、業績指標の内容
については、ＲＯＥ、ＲＯＩＣ、ＴＳＲ、ＥＳＧ指標（温室効果ガス排出量）としております。

上記方針に基づき、中長期インセンティブとして、新たに事後交付型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、業績評価期間の目標達成度や勤務期間
等に応じて算定される株式（退任時までを譲渡制限期間とする）を、当該期間終了後に交付するものとします。

また、本制度の導入に伴い、信託型株式報酬制度に基づく新たなポイントの付与は停止するものとし、信託型株式報酬制度により既に付与済み
のポイントについては、対象者の退任時に、信託型株式報酬制度の規程に従い、株式の給付等を行うものとします。

６．取締役の個人別の報酬等の種類毎の割合の決定方針

各報酬の構成割合は、外部水準を考慮の上、業績達成および中長期的な企業価値創造と持続的な成長への動機付けをさらに強めることができ、
かつ優秀な人材の獲得・定着が可能となる競争力のある報酬水準とするため、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成としておりま
す。

７．交付の時期又は条件に関する事項

基本報酬（固定報酬）および短期業績連動報酬（変動報酬）については、年額を12等分し、月例で金銭にて支払います。中長期業績連動型株式報
酬（変動報酬）については、新たに事後交付型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、業績評価期間の目標達成度や勤務期間等に応じて算定され
る株式（退任時までを譲渡制限期間とする）を、当該期間終了後に交付するものとします。

なお、信託型株式報酬制度に基づく株式等の給付については、新たなポイント付与は行わず、対象取締役等の退任時に、既に累積されたポイント
数に応じて、当該制度の定めに従いこれを行うものとします。

８．取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項

取締役の個人別の基本報酬（固定報酬）、短期業績連動報酬（変動報酬）、および中長期業績連動型株式報酬（変動報酬）の額の決定について
は、客観性および透明性を確保するため、委員長を独立社外取締役が務め、かつ独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会で、あらか
じめ取締役の個人別の各報酬等の額および算定内容の審議を行い、その答申を踏まえて、取締役会にて個人別の各報酬等の額を決定しており
ます。

９．その他

金銭報酬における一定割合について役員持株会を通じて自社株式取得に充当するものとしています。

なお、客観的で透明性の高いプロセスを実現するため、2026年3月期における当社の取締役の個人別の報酬等の決定プロセスにおける指名報酬
委員会の活動として、2025年3月期においては、指名報酬委員会を12回開催し、取締役の個人別の報酬等の決定方針に基づき、あらかじめ取締
役の個人別の各報酬等の額および算定内容の審議を行い、その答申を踏まえて、取締役会にて決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役の指名報酬委員会運営にあたり、当社人事戦略担当部署がサポートしております。

社外監査役に対しましては、当社監査担当部署がサポートしております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

2023年６月23日に特別顧問制度は廃止しております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）現状のガバナンス体制の概要

当社は、社外取締役５名を含む８名で構成する取締役会を設置し、経営状況および業務執行に対する監督機能を強化しております。また、社外監
査役３名を含む５名で構成する監査役会を設置し、取締役の業務執行に対する監査の実効性を高めております。さらに、経営会議、業務執行会
議を設置し、重要事項の意思決定を迅速かつ的確に行える経営体制としております。加えて、社外取締役を中心とした指名報酬委員会において、
取締役候補者の選任や取締役が受ける報酬に関する議案などを審議し、妥当性を検証することにより、経営の透明性を高めております。

監査役につきましては、監査役会において常勤監査役を２名選定し、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役の職務執行を監査しており
ます。

（２）監査役の機能強化に向けた取組み状況

当社は、利害関係のない独立性の高い社外監査役を３名選任しており、３名はいずれも財務・会計に関する知見を有しております。また、監査役
を補助するスタッフを１名配置することにより、監査役の監査業務が円滑に遂行できる体制とし、監査役の機能強化に取り組んでおります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

上記２．に記載のとおり、当社の取締役会および監査役会は十分機能を果たしており、現状のガバナンス体制は当社にとり最適であると考え、採

用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
原則、3週間以上前に発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 2006年より集中日を極力避けた開催をしております。

電磁的方法による議決権の行使 パソコンとスマートフォンを利用した議決権行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権行使プラットフォームの利用による議決権行使を可能としております。

招集通知（要約）の英文での提供 英文の招集通知を作成し、ホームページに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーを作成し、ホームページに掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算説明会など定期的に実施しております。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
北米、欧州、アジアの海外投資家への訪問やオンラインによる個別ミーティン
グを実施し、経営方針や戦略施策の進捗等を説明しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、有価証券報告書、決算説明資料等の決算情報、株主総会招集通
知、決議通知および議決権行使結果、統合レポート等を掲載しております。

・株主投資家情報：https://www.yamato-hd.co.jp/investors/

IRに関する部署（担当者）の設置 IR戦略担当



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

グループ企業理念の企業姿勢のなかで、「ヤマトグループは、あらゆる事業活動において
人権を尊重するとともに、すべてのステークホルダーとの積極的なコミュニケーションを通じ
て、共存共栄を実現します。」と規定し、ホームページに掲載しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

「YAMATONEXT100」では、持続可能な未来を切り拓く将来の姿として、環境ビジョン「つな
ぐ、未来を届ける、グリーン物流」、社会ビジョン「共創による、フェアで、“誰一人取り残さな
い”社会の実現への貢献」の２つのビジョンを掲げるとともに、重要課題（マテリアリティ）と
して環境領域では「エネルギー・気候」「大気」「資源循環・廃棄物」「社会と企業のレジリエ
ンス」、社会領域では「労働」「人権・ダイバーシティ」「安全・安心」「データ活用・セキュリ
ティ」「サプライチェーンマネジメント」「地域コミュニティ」を特定し、長期目標として2050年の
温室効果ガス（GHG）排出実質ゼロ*1などを設定しました。

*1 自社排出（Scope1&2)

具体的な目標として、環境領域については、「2050年温室効果ガス（GHG）排出実質ゼロ
（自社排出）」および「2030年温室効果ガス（GHG）自社排出量48％削減*1（2021年３月期
比）」の実現に向け、「ＥＶ23,500台の導入*2」「再生可能エネルギー由来電力の使用率を
全体の70％まで向上」などの主要施策を推進するとともに、サプライチェーン（Scope3）にお
ける実質排出量の把握や削減目標の設定などに取り組んでいます。

社会領域については、人命の尊重を最優先とし、社員やパートナーの安全・健康に対する
取組みを強化するとともに、多様な社員が活躍できる職場環境に向けた整備を進めていま
す。そして、社会の諸課題に向き合い、ビジネスパートナーとの定期的な協議の実施や、
課題の早期発見と解消のための体制・プロセス・仕組みの整備など、適切な関係に基づく
サステナブル・サプライチェーンの構築を推進しています。

*2 2024年２月に20,000台から23,500台へ変更

サステナビリティについてはグループ全体の推進状況を統括するため、当社内に選任部署
を設置するとともに、各グループ会社にも担当者を配置して推進する体制としています。ま
た、代表取締役社長を委員長、ヤマト運輸の役員（専務、常務執行役員等）および主要グ
ループ会社社長を構成員とする「ヤマトグループ環境委員会」および「ヤマトグループ社会
領域推進委員会」を毎年１回開催し、課題に関する審議や決議を行っています。そして、環
境の分野では３つの部会（エネルギー・気候・大気、資源・廃棄物、マネジメント・協働）、社
会の分野では３つの部会（人権・ダイバーシティ、サプライチェーンマネジメント、地域コミュ
ニティ）をそれぞれ年３回開催し、施策の検討や進捗確認を実施しています。

なお、当社は、気候変動問題が社会と企業に与えるリスクと機会を洗い出し、影響を評価
し、対応策を立案していくことが、事業の持続可能性に不可欠であると認識し、「気候関連
財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言に基づいて、ヤマト運輸株式会社を対象として
シナリオ分析を行い、物理的リスクの財務影響評価を追加的に行うなど、見直しを継続して
います。気候変動問題の事業インパクトを明確化し、影響の大きな事項を中心に対応策に
取り組むことで、事業の持続性を向上させるとともに、ステークホルダーとの対話を重ねる
ことにより、企業価値向上につなげていきます。

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言への対応

https://www.yamato-hd.co.jp/csr/environment/tcfd.html

※ヤマトグループのサステナビリティやCSRに関する取組み、ESGデータについては、当社
ホームページに掲載しております。

・ヤマトグループのサステナビリティ：https://www.yamato-hd.co.jp/csr/management/

・CSR情報：https://www.yamato-hd.co.jp/csr/

・ESGデータ：https://www.yamato-hd.co.jp/csr/esg/performance.html

・統合レポート：

https://www.yamato-hd.co.jp/investors/library/annualreport/index.html

・第161期定時株主総会　招集通知https://www.yamato-hd.co.jp/investors/stock/meeting
/pdf/syousyuu_2026.pdf

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

グループ企業理念の企業姿勢のなかで、「ヤマトグループは、社会から信頼される企業を
めざし、会社資産の管理・保護を徹底するとともに、会社情報を適切かつ公平に開示しま
す。」と規定し、ホームページに掲載しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、下記のとおり、内部統制システム構築の基本方針を定めております。

ｉ．当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制ならびに当社およびその子会社から成る企業集団の業務
の適正を確保するために必要な体制

イ）当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することならびに当社およびグループ各社の業務の適正を確保するため、当社は、「グ
ループ企業理念」を制定し「コンプライアンス宣言」を行う。当社の代表取締役は、これを当社およびグループ各社の取締役に周知徹底するととも
に、取締役は、これに基づき業務を執行する。

ロ）上記の徹底を図るため、当社は、代表取締役またはその代表取締役が指名する取締役もしくは執行役員を委員長とする「コンプライアンス・リ
スク委員会」を設置し、グループ全体のコンプライアンス、リスク管理の取り組みを横断的に統括する。委員長は、当社およびグループ各社の状況
を把握し、当社の取締役会に報告する。

ハ）当社は、当社およびグループ各社の取締役のコンプライアンス違反行為について社員が直接情報提供を行えるよう、グループ社内通報制度
を整備する。

ニ）当社は、「グループ企業理念」の「企業姿勢」において、反社会的勢力との関係は一切もたないことを宣言し、担当業務を行う人員を当社および
グループ各社のコンプライアンスやリスク統括を担当する部門に配置する。コンプライアンスやリスク統括を担当する部門は、警察、弁護士等の外
部専門機関と連携して組織的な対応を図り、反社会的勢力による経営への関与防止および被害防止に努める。

ii．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　当社の取締役は、組織規程および文書管理基本規程において文書の保存年限、責任部門を規定し、取締役の職務の執行に係る重要書類およ
び各種会議等の議事録を作成のうえ保存、管理する。

iii．当社およびその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ）当社は、グループ全体のコンプライアンスやリスク統括を担当する執行役員を配置し、担当業務を行う人員を当社およびグループ各社に配置
する。

ロ）当社は、グループ全体のリスク管理の基礎として、「リスク管理基本規程」を策定し、グループ各社においても当該基本規程に基づく「リスク管
理基本規程」を策定する。

ハ）グループ各社のうち会社法上の大会社は、コンプライアンスやリスク統括を担当する部門を設置し、その責任者を配置する。当社のコンプライ
アンスやリスク統括を担当する部門がこれを統括し、グループ各社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。

ニ）当社は、内部監査部門を設置し、当社およびグループ各社におけるリスク管理の実施状況・有効性の監査を行う。

iv．当社およびその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ）当社は、執行役員制度を導入し経営の意思決定、監督と執行を分離することにより、経営の効率化と責任の明確化を図る。

ロ）当社は、取締役会を月１回以上開催する他、取締役会で審議する重要な事項は業務執行取締役、執行役員、常勤監査役で構成される経営会
議で議論、検討を行う。

ハ）当社の取締役会および経営会議ならびにグループ各社の取締役会における決議に基づく業務執行について、当社は、その執行手続および責
任者を組織規程において定める。

v．当社の使用人ならびに当社の子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

イ）当社およびグループ各社におけるコンプライアンス経営を実践するため、当社およびグループ各社は、「企業姿勢」「社員行動指針」を社員全
員の行動規範として策定し、その文書の掲出、配布等と教育を実施する。

ロ）グループ各社のうち会社法上の大会社は、コンプライアンスやリスク統括を担当する部門を設置し、その責任者を配置する。当社のコンプライ
アンスやリスク統括を担当する部門がこれを統括し、グループにおけるコンプライアンス推進状況を適時に把握、管理する。

ハ）当社は、内部監査部門を設置し、当社およびグループ各社におけるコンプライアンスの実施状況・有効性の監査を行う。

ニ）当社は、「コンプライアンス・リスク委員会」を定期的に開催することにより、当社およびグループ各社において法令遵守を実現するための具体
的な計画を策定のうえ推進し、その状況把握を行う。

ホ）当社は、グループ社内通報制度を設置し、コンプライアンス違反行為を通報しやすい環境を整備する。

vi．当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ）当社およびグループ各社における業務の適正を確保するため、当社は、「グループ企業理念」を制定する。当社およびグループ各社は、これに
基づき諸規程を策定し、業務を執行する。

ロ）当社は、グループ全体の経営の基本戦略を担当する執行役員を配置し、担当業務を行う人員を当社およびグループ各社の経営戦略担当部
門に配置する。

ハ）当社は、グループ各社の経営管理について、純粋持株会社としての当社がグループ各社に対して行う業務を定めた経営管理契約に基づき執
行する。

ニ）グループ各社は、当社が策定するグループ会社管理規程に基づき、業務執行上重要な事項は当社の取締役会または経営会議において事前
承認を得た上で執行するとともに、発生した経営上重要な事実については当社関連部門に報告するものとする。

vii．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　内部監査部門は、監査役職務を補助する業務を担当し、監査役会と協議のうえ必要と認めた人員を配置する。

viii．前号の使用人の取締役からの独立性および監査役の指示の実効性の確保に関する事項

　前号の使用人は執行に係る職務との兼務はできないものとし、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、当社の監査役会の事前の
同意を得るものとする。

ix．当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制ならびに子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者か
ら報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

イ）当社の取締役および使用人ならびにグループ各社の取締役、監査役等および使用人は、当社の監査役に対して、法定の事項に加え次の事項
を遅滞なく報告する。

・取締役および使用人による重大な法令違反、定款違反および不正の事実

・社内通報により知り得た重要な事実



・その他当社およびグループ各社に重要な損失を与える恐れがある事実

ロ）当社およびグループ各社は、当社およびグループ各社の監査役に対して報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制を構築する。

ｘ．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理
に係る方針に関する事項

　当社は、監査費用の処理に関する規程を策定し、監査費用の支弁のため一定額の予算を確保する。

xi．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ）当社の監査役は、取締役会、経営会議、業務執行会議その他重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握す
るとともに、必要な意見を述べることができる。

ロ）当社は、監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を設ける。

ハ）当社の内部監査部門は、当社およびグループ各社の内部監査実施状況および結果を、当社の監査役に随時報告し、効果的な監査のための
連携を図る。

ニ）当社およびグループ各社の監査役は、グループ監査役連絡会において、グループ各社間の情報交換や連携を図る。

ホ）当社は、当社の内部監査部門に監査役会およびグループ監査役連絡会の事務局を設置し、当社およびグループ各社の監査役の監査につい
て円滑な遂行を図る。

ヘ）当社は、会計監査人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに情報交換し、効果的な監査のために連携を図る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社企業グループは、社会から広く信頼される企業グループであるために、「グループ企業理念」の「企業姿勢」において、市民生活の秩序や安

全に脅威を与える反社会的勢力および団体との関係遮断を徹底することを宣言し、かねてよりグループ内に専門部署を設置しております。また、

この専門部署は、警察、弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図り、反社会的勢力による経営への関与防止および被害防止に努

めております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

-

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

１．適時開示に係る企業姿勢

当社企業グループは、「グループ企業理念」を制定し、さまざまなステークホルダーの皆様に対し社会的責任を有していることを認識し、適時適切

な情報開示に努めております。

２．情報の集約

当社では、グループ会社のすべてにおける決定事実および発生事実に関する情報については広報担当部門が、決算に関する情報については財

務・IR担当部門が、それぞれ情報管理責任部門として情報を集約しております。

３．情報の適時適切な開示

当社では、有価証券上場規程が定める開示基準に該当する会社情報は、原則として取締役会の承認をもって情報開示をしております。ただし、

緊急を要する場合には、代表取締役の判断によって情報開示がなされます。情報開示にあたっては、決定事実および発生事実に関しては広報

担当部門が、決算情報に関しては財務・IR担当部門が開示を行っております。

４．社内体制のチェック機能

（１）内部監査機能

当社では、監査担当部門およびグループ会社の内部監査部門を通じ、内部管理体制の適切性や有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善・

是正に関し提言するとともに、その検証結果について代表取締役に報告する体制を構築しております。

（２）コンプライアンス・リスク委員会

当社企業グループは、コンプライアンスを事業経営における最重要課題のひとつとして位置づけており、コンプライアンスが実践されているかを管
理・把握するために、当社およびグループ会社にコンプライアンス・リスク委員会およびコンプライアンス推進担当部門を設置しております。是正事
項が発生した場合には、当委員会より当該部門の責任者に対して直接指導・勧告、是正結果の聴取を行うとともに、その結果を取締役および監
査役会に報告する体制を構築しております。
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